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Ⅰ．食肉衛生検査所の概要 

 

 

1. 沿革 

(1) 昭和 52 年４月１日：従来、各と畜場を所管する保健所の衛生課でと畜検査を実施していたが、

検査の充実を図るため、一元化を行い近江八幡市武佐町 351－3、近江八幡市と畜場内事務所

の一部( 81.00 m2)を借用し、滋賀県食肉衛生検査所が設置された。 

(2) 昭和 55 年３月 25 日：庁舎が近江八幡市武佐町 348－1に完成した。 

(3) 平成４年４月１日：食鳥検査を開始した。 

(4) 平成７年４月１日：豊郷と畜場が閉鎖された。 

(5) 平成 13 年 10 月 18 日：ＢＳＥスクリーニング検査を開始した。 

(6) 平成 19 年３月 23 日：京滋畜産(株)大津と畜場が閉鎖された。 

(7) 平成 19 年３月 31 日：近江八幡市と畜場が閉鎖された。 

(8) 平成 19 年４月１日：滋賀食肉センターが操業を開始した。 

(9) 平成20年３月30日：滋賀県食肉衛生検査所を近江八幡市長光寺町1089－10に新築移転した。 

(10) 平成 20 年４月１日：大規模食鳥処理場が認定小規模食鳥処理場へ変更したことに伴い、所管

を変更した。（検査所から甲賀保健所に移管） 

(11) 平成 21 年４月１日：と畜場に併設する食肉処理施設の監視業務等を移管した。（東近江保健所

から検査所に移管） 

(12) 平成 25 年７月１日：ＢＳＥスクリーニング検査対象を全頭から 48 か月齢超へ変更した。 

(13) 平成 28 年４月１日：食鳥処理場および併設する食品営業施設の監視業務等を移管した。 

    （保健所から検査所に移管） 

(14) 平成 29 年４月１日：ＢＳＥスクリーニング検査対象を 48 か月齢超から 24 か月齢以上で神経

症状が疑われるものへ変更 
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2. 庁舎の概要  

(1) 位置：近江八幡市長光寺町 1089－10 

(2) 建物：庁舎、鉄骨造 平屋建 (500.00m2) 

附属建物：倉庫 

(3) 敷地面積：1600.00m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．管轄および所管対象施設 

管轄区域は県下一円（大津市を除く）とし、１か所のと畜場および 37 か所の認定小規模食鳥処理場とそれ

に併設する食品関係営業施設を所管する。 

 

4．組織 (令和２年４月１日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 室 会 議 室 

文書庫 湯沸室 

玄関 

BSE 検査室 

微生物 

検査室 

無菌室 

暗室 
検査準備室 

倉
庫 

理化学 

検査室 

病理 

検査室 

女子便所 男子便所 倉庫 

PCR室 

多機能便所 

女子 

更衣室 

男子 

更衣室 

男子シャワー室 女子シャワー室 

書庫 

書庫 

病畜生体検査準備室 

洗濯室 

倉庫 

廃液保管庫 

廃棄物保管庫 

滋賀県 

健康医療福祉部 
生活衛生課 食肉衛生検査所 
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5．構成人員 (令和２年４月１日現在) 

職名 事務 技術 計 

所 長 - 1 1 

次 長 - 1 1 

主 幹 - 1 1 

副 主 幹 1 1 2 

主 査 - 3 3 

主 任 技 師 - 3 3 

技 師 - 1 1 

計 1 11 12 

 

6．業務の内容および範囲 (令和２年４月１日現在) 

(1) 業務の内容 

滋賀県行政組織規則(昭和 51年４月１日滋賀県規則第 16 号) 

第９条 前２条に規定する地方行政機関または地方行政機関の課、係および支所の分業事務は、

次のとおりとする。 

 

 

食肉衛生検査所 

(1)と畜業者、と畜作業員およびと畜場の衛生指導に関すること。 

(2)獣畜のと畜検査および精密検査に関すること。 

(3)食肉の試験調査および調査研究に関すること。 

(4)統計調査および報告に関すること。 

(5)食品衛生に関すること。 

(6)食鳥処理および食鳥検査に関すること。 

(2) 業務の範囲 

滋賀県事務委任規則(昭和 55年２月 26日滋賀県規則第 10号) 

(食肉衛生検査所長への委任事項) 

第９条 次に掲げる事務は、食肉衛生検査所長に委任する。 

(１) と畜場法第７条第６項の規定による衛生管理責任者の設置または変更の届出の受理 

(２) 同法第８条の規定による衛生管理責任者の解任命令 

(３) 同法第 10 条第２項において準用する同法第７条第６項の規定による作業衛生責任者の設置また

は変更の届出の受理 

(４) 同法第 10 条第２項において準用する同法第８条の規定による作業衛生責任者の解任命令 

(５) 同法第 13 条第１項第１号の規定による獣畜のとさつの届出の受理および同条第３項の規定によ

る取扱方法等の指示 

(６) 同法第 14 条の規定による獣畜の検査 

(７) 同法第 16 条の規定によるとさつ解体の禁止等の措置命令 

(８) 同法第 17 条第１項の規定による設置者等からの必要な事項の報告の徴収および立入検査 
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(９) 同法第 18 条第２項の規定によると畜業者等に対するとさつおよび解体の業務の停止および禁止

命令 

(10) と畜場法施行令（昭和 28 年政令第 216 号）第４条第２号の規定による獣畜のとさつ許可 

(11) 同令第５条第１項第１号から第３号までの規定による牛の皮および卵巣ならびに獣畜の肉等の

持出許可 

(12) 同令第９条の規定による検査に合格した肉等の検印 

(13) 滋賀県と畜場法施行細則（昭和 29年滋賀県規則第 45号）第４条の規定による管理者の設置また

は変更の届出の受理 

(14) 同細則第６条の規定によると畜業営業届出の受理 

(15) 同細則第 18条第２項第１号に規定すると畜業の廃業届出の受理 

(16) 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 14年法律第 70 号）第７条第２項の規定による牛の特定部位

の使用および焼却免除の許可 

(17) 食品衛生法第 28 条第１項（同法第 62 条において準用する場合を含む。）の規定による営業者等

からの必要な報告の徴収、営業の場所等への臨検、食品等の検査および食品等の収去（と畜場、食鳥

処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。） 

(18) 同法第 30 条第２項（同法第 62 条において準用する場合を含む。）の規定による監視指導（と畜

場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。） 

(18)の 2 同法第 58 条第 1 項(同法第 68 条において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収

の届出の受理(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。) 

(18)の 3 同法第 58 条第 2 項(同法第 68 条において準用する場合を含む。)の規定による報告(と畜場、

食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。) 

(19) 同法第 54 条（同法第 62条において準用する場合を含む。）の規定による食品、添加物、器具また

は容器包装の廃棄命令および食品衛生上の危害を除去するための必要な措置命令（と畜場、食鳥処理

場および併設食品営業施設に係るものに限る。） 

(19)の２ 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第７条第１項の規定により知

事が行うこととされる同項各号に掲げる事務（と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るも

のに限る。） 

(20) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第３条の規定による食鳥処理の事業の許可（同

法第 16 条第１項の認定を受けた食鳥処理業者以外の食鳥処理業者（以下「大規模食鳥処理業者」とい

う。）に係るものに限る。） 

(21) 同法第６条第１項の規定による構造または設備の変更の許可（大規模食鳥処理業者に係るものに

限る。） 

(22) 同法第６条第３項の規定による許可申請内容の変更または構造もしくは設備の軽微な変更の届

出の受理（大規模食鳥処理業者に係るものに限る。） 

(23) 同法第７条第２項の規定による承継の届出の受理（大規模食鳥処理業者に係るものに限る。） 

(24) 同法第８条または第９条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消しおよび停止処分（大規模食

鳥処理業者に係るものに限る。） 
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(25) 同法第９条の規定による食鳥処理場の整備改善命令および使用禁止処分（大規模食鳥処理業者に

係るものに限る。） 

(26) 同法第 12 条第６項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置または変更の届出の受理（大規模食

鳥処理業者に係るものに限る。） 

(27) 同法第 13 条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令（大規模食鳥処理業者に係るものに限

る。） 

(28) 同法第 14 条の規定による食鳥処理場の廃止、休止または再開の届出の受理（大規模食鳥処理業

者に係るものに限る。） 

(29) 同法第 15 条第１項から第３項までの規定による食鳥検査（大規模食鳥処理業者に係るものに限

る。） 

(29)の２ 同法第 16 条第７項の規定による確認状況の報告の受理 

(29)の３ 同法第 16 条第９項の規定による確認に関する技術的な指導および助言 

(30) 同法第 20 条の規定による衛生上危害を防止する措置 

(31) 同法第 37 条第１項の規定による食鳥処理業者等からの業務の状況の報告の徴収 

(32) 同法第 38 条第１項の規定による食鳥処理場等への立入検査および食鳥とたい等の収去 

(32)の２ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第 57号)第 15条第 2項の規定

による輸出証明書(牛肉に関するものに限る。)の発行 

(33) 滋賀県食の安全・安心推進条例第 13 条第１項および第２項の規定による健康被害情報等の報告

の受理（と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。） 

(34) 同条例第 14 条第１項後段および第３項の規定による自主回収の着手の報告の受理（と畜場、食

鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。） 

(35) 同条例第 14 条第４項の規定による自主回収の終了の報告の受理（と畜場、食鳥処理場および併

設食品営業施設に係るものに限る。） 

(36) 同条例第 15 条第１項の規定による必要な措置の勧告（と畜場、食鳥処理場および併設食品営業

施設に係るものに限る。） 

(37) 同条例第 16 条第１項の規定による体制の整備の命令（と畜場、食鳥処理場および併設食品営業

施設に係るものに限る。） 

 

  



6 

 

7．予  算 (令和２年度決算額) 

(1) 歳入 

科      目 決算額 (円) 

と 畜 検 査 手 数 料 

輸出食肉衛生証明手数料                  

4,018,560 

87,580 

※手数料  滋賀県使用料および手数料条例第 2 条 

と畜検査手数料：牛、馬 (子馬を含む) 一頭につき 460 円 

              とく、豚、羊、山羊  一頭につき  230 円 

        輸出食肉衛生証明手数料：一通につき 370 円に、証明した頭数一頭につき 10 円を加算した額 

 

(2) 歳出 

科      目 決算額 (円) 

共 済 費 

報 償 費 

旅 費 

需 用 費 

役 務 費 

委 託 費 

使 用 料 お よ び 賃 借 料 

備 品 購 入 費 

負 担 金 補 助 お よ び 交 付 金 

公 課 費 

415,941 

14,520 

45,710 

 4,573,500 

693,196 

2,042,021 

19,110 

824,780 

50,000 

15,000 

計 8,693,778 
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Ⅱ. と畜検査 

1． と畜検査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

食用にしようとする獣畜 

と畜検査申請 

 申請受付 

 生体検査 と殺禁止 

解体前検査 

         解体後検査 

  頭部検査  ・  内臓検査  ・   枝肉検査 

 保   留 

        精密検査 

微生物検査 ・ 病理検査 ・ 理化学検査 

BSE スクリーニング検査
＊
 

部分廃棄 

全部廃棄  合   格 

(と殺） 

(解体） 

＊神経症状を示す 24 か月齢以上の牛の場合 
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一部廃棄 8,225 頭  

2．と畜頭数 

 ・牛 (単位： 頭) 

と畜頭数 8,737 頭（対前年度比：104.8 %） 

【生体検査結果】 

 

 【解体後検査結果】 

                                      

 

 

 

 

 

                         

                            

 

 

  ・豚 

令和２年度より滋賀食肉センターにおける豚のと畜は廃止されました。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般畜 8,517 頭 

 

保留 29 頭  一部廃棄 191 頭 

一部廃棄 4 頭  全部廃棄 12 頭 全部廃棄 26 頭 一部廃棄 3 頭  

病畜 220 頭 

【保留畜の精密検査結果】 

合格 276 頭 保留 16 頭 
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3. と畜検査状況 

(1) 月別と畜頭数 

ア 令和２年度 月別と畜頭数 

月別・獣畜別頭数 （含病畜）                                      （頭） 

 
 

 
 4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 
計 

大
動
物 

牛 639 553 703 839 594 654 893 1020 963 617 545 715 8,735 

馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 639 553 703 839 594 654 893 1020 963 617 545 715 8,735 

小
動
物 

豚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

とく 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

合計 639 553 704 839 594 654 893 1020 963 618 545 715 8,737 

 

 

イ と畜頭数の推移                            

年度別・獣畜別頭数                                            （頭）  

動物種 
平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

牛 8,397 8,663 8,673 8,393 7,977 8,055 8,389 8,338 8,735 

馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

豚 5,839 5,290 6,947 6,459 6,734 4,517 1,875 2,100 0 

とく 0 1 2 1 2 4 3 1 2 

めん羊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

山羊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 14,236 13,954 15,622 14,853 14,713 12,576 10,267 10,439 8,737 

 

(2) と畜場外と畜頭数：平成８年度以降０頭 

 

(3) 病畜と畜頭数 

ア 令和２年度 病畜と畜頭数  

月別・獣畜別・時間別頭数                                                   (頭) 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

勤
務
時
間
内 

牛 15 11 11 21 12 15 21 21 11 9 12 13 172 

とく 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

豚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 15 11 12 21 12 15 21 21 11 10 12 13 174 

勤
務
時
間
外 

牛 4 4 2 6 4 2 4 4 6 5 3 2 46 

とく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

豚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 4 4 2 6 4 2 4 4 6 5 3 2 46 
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イ 病畜と畜頭数の推移 

年度別・獣畜別・時間別頭数                                             （頭） 

  
平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

勤
務
時
間
内 

牛 145 123 164 157 155 159 147 160 172 

とく 0 1 2 1 1 3 2 1 2 

馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

豚 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 147 124 166 158 156 162 149 161 174 

勤
務
時
間
外 

牛 29 38 38 41 30 43 48 40 46 

とく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

豚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 29 38 38 41 30 43 48 40 46 

合計 176 162 204 199 186 205 197 201 220 

 

 

  ウ 病畜検査後の診断                                        (頭) 

診断名 延べ数  診断名 延べ数 

牛 伝 染 性 リ ン パ 腫

（牛白血病） 
9  胃腸炎 6 

敗血症 9  創傷性第２胃炎 1 

尿毒症 6  ビタミン A 欠乏症 1 

高度の黄疸 1  肝炎 17 

中度の黄疸 1  肝膿瘍 7 

軽度の黄疸 2  化膿性乳房炎 1 

筋炎 8  化膿性尿道炎 1 

化膿性筋炎 3  化膿性腎炎 1 

腹膜炎 5  尿石症 6 

出血性炎 21  尿道破裂 1 

関節炎 28  脂肪壊死症 10 

股関節脱臼 14  膀胱炎 3 

骨折 11  子宮炎 2 

筋断裂 3  腸炎 6 

筋損傷 1  鼓脹症 2 

腱炎 1  肺気腫 2 

蹄葉炎 1  心外膜炎 1 

高度の水腫 1  後肢裂傷 1 

中度の水腫 1  胸膜炎 1 

軽度の水腫 1  頸椎膿瘍 1 

放線菌症 1  足根関節脱臼 1 

肺炎 34  内臓出血 1 

化膿性肺炎 12  発育不良 1 

髄膜炎 1  変形関節症 1 

※複数の診断名がつく病畜があるため、延べ数で算出している。 
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 エ 保留獣畜の措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 令和２年度 獣畜のと殺解体禁止または廃棄したものの原因 

原因別の廃棄頭数                                       （頭） 

  牛 とく 

とさつ頭数 8,735 2 

  禁
止 

全
部
廃
棄 

一
部
廃
棄 

禁
止 

全
部
廃
棄 

一
部
廃
棄 

処分実頭数 0 38 8,421 0 0 2 

疾
病
別
頭
数 

細菌病 

破傷風 0 0 ‐ 0 0 ‐ 

放線菌病 ‐ 0 10 ‐ 0 0 

その他 0 0 2 0 0 0 

寄生虫病 ジストマ病 ‐ 0 24 ‐ 0 0 

その他 0 0 3 0 0 0 

その他

の疾病 

膿毒症 0 1 ‐ 0 0 ‐ 

敗血症 0 10 ‐ 0 0 ‐ 

尿毒症 0 7 ‐ 0 0 ‐ 

黄疸 0 1 0 0 0 0 

水腫 0 1 117 0 0 1 

腫瘍 0 0 3 0 0 0 

中毒諸症 0 0 ‐ 0 0 ‐ 

炎症又は炎

症産物によ

る汚染 

‐ 0 8,079 ‐ 0 2 

変性又は萎縮 ‐ 0 3,249 ‐ 0 0 

その他 0 18 707 0 0 1 

計 0 38 12,194 0 0 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛  (頭)  

  全部廃棄 一部廃棄  

疑牛伝染性リンパ腫

（牛白血病） 
18 0  

疑敗血症 10 4  

疑高度の黄疸 1 0  

疑尿毒症 7 2  

疑高度の水腫 1 1  

疑膿毒症 1 0  

計 38 7  
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(5) 年度別・獣畜別 全部廃棄理由の推移                                          (頭) 

獣

畜 
 平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

牛 

膿毒症 3 0 0 2 0 0 0 0 1 

敗血症 4 4 3 1 5 2 5 4 10 

尿毒症 8 6 0 1 3 1 5 4 7 

高度の黄疸 1 1 3 1 0 2 2 2 1 

高度の水腫 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

牛伝染性リンパ腫

（牛白血病） 
3 3 11 9 6 7 14 13 18 

全身の炎症産物

による汚染 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 

豚 

膿毒症 9 8 5 3 6 4 1 0  

敗血症 3 2 0 0 1 0 0 0 

白血病 0 0 0 0 0 0 0 0 

全身性腫瘍 0 0 0 0 0 0 0 0 

全身性炎症 0 0 0 0 0 0 0 0 

豚丹毒 1 0 0 0 0 0 0 0 

計 32 24 22 18 21 16 28 24 38 

   

  

  

4．輸出牛肉検査 

各輸出国の取扱要綱等に基づき、食肉検査および輸出証明書発行事務を行った。 

なお、現在の輸出認定国は次のとおり。 

（１）輸出認定国一覧 

輸出国 認定日 

マカオ 2009 年 9 月 7 日 

タイ 2009 年 11 月 24 日 

シンガポール 2010 年 9 月 24 日 

フィリピン 2014 年 5 月 16 日 

ベトナム 2014 年 9 月 8 日 

ミャンマー 2015 年 12 月 3 日 

台湾 2017 年 9 月 22 日 

 

（２）輸出実績(kg) 

年度 合計 シンガポール マカオ タイ フィリピン ミャンマー ベトナム 台湾 

令和 ２ 53,226 12,795 957 12,606 1,204 0 58 25,605 

                                                         ※小数点以下は四捨五入 
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（３）輸出国別牛肉量の推移 

年度 
マカオ シンガポール タイ 

頭数 パック数 重量（ｋｇ） 頭数 パック数 重量（ｋｇ） 頭数 パック数 重量（ｋｇ） 

平成 26 2 6 74 270 700 12,316 126 445 7,169 

平成 27 2 38 686 327 952 16,688 129 447 7,601 

平成 28 1 3 47 301 1,121 20,002 192 533 8,925 

平成 29 7 47 919 316 927 16,318 231 622 10,224 

平成 30 6 46 911 381 1,703 28,943 234 1,007 18,035 

令和 元 28 103 1,997 392 2,199 36,692 204 954 18,891 

令和 ２ 16 51 957 160 948 12,795 156 674 12,606 

 

年度 
フィリピン ミャンマー ベトナム 

頭数 パック数 重量（ｋｇ） 頭数 パック数 重量（ｋｇ） 頭数 パック数 重量（ｋｇ） 

平成 26 36 129 2,150 2 18 293 1 1 15 

平成 27 100 243 4,289 6 15 221 1 1 5 

平成 28 66 199 3,477 17 39 662 0 0 0 

平成 29 83 223 3,956 0 0 0 1 3 56 

平成 30 75 222 3,974 0 0 0 6 41 593 

令和 元 40 92 1,803 0 0 0 0 0 0 

令和 ２ 29 68 1,204 0 0 0 1 3 58 

 

年度 
台湾 

 

年度 
合計 

頭数 パック数 重量（ｋｇ） 頭数 パック数 重量（ｋｇ） 

平成 26  平成 26 437 1,299 22,017 

平成 27 平成 27 565 1,696 29,489 

平成 28 平成 28 577 1,895 33,113 

平成 29 191 1,703 26,754 平成 29 829 3,525 58,226 

平成 30 185 3,664 51,362 平成 30 887 6,683 103,820 

令和 元 110 1,204 19,722 令和 元 774 4,552 79,104 

令和 ２ 164 1,599 25,605  令和 ２ 526 3,343 53,226 
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Ⅲ. 試験検査・調査研究の概要 

1.牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に係る検査 

24 ヶ月齢以上で神経症状が疑われる牛についてＢＳＥスクリーニング検査を実施した。 

                    (単位：頭) 

検査頭数 陽 性 疑陽性 陰 性 

11 0 0 11 

 

2.保留獣畜に係る検査 

   【保留獣畜に係る精密検査の検体数】 

検査部門 検査理由 検査頭数 検体数 検査件数 

理化学 

疑尿毒症 9 18 27 

疑高度の水腫 2 2 2 

疑高度の黄疸 1 2 2 

病理 疑牛白血病 18 306 385 

微生物 
疑敗血症 

疑膿毒症 
15 213 426 

 

3.獣畜(保留獣畜を除く)に係る検査 

(1)微生物検査部門 

 

事業内容 検査項目 実績検体数 

と畜場における細菌汚染実態調査 一般生菌数、大腸菌群数 246 

食鳥処理場における細菌汚染実態調査 

一般生菌数、大腸菌群数、 

大腸菌数、カンピロバクター、 

サルモネラ 

115 

と畜場における微生物制御のモニタリング 腸管出血性大腸菌Ｏ157、ＡＴＰ 133 

 

(2)病理検査部門 

臓器に炎症像、変性像等が認められたものについて病理組織学的検査を行った。 

 

事 業 内 容 動物種 検査頭数 検査件数※ 

と畜検査における疾病診断にかかる病理検査 牛 11 15 

※検査に供した臓器等の数 
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(3)理化学検査部門 

（注：不検出は定量限界値未満を示す。）   

 

4.食の安全性確保のための調査研究事業 

  食の安全性確保のために残留抗菌性物質のスクリーニングテスト用簡易キット(プレミテスト) 

を用いて調査・研究を行った。 

 

 

事業内容 動物種 検査頭数 検査件数 検査結果 

残留動物用医薬品検査 
牛 13 39 不検出 

鶏 8 8 不検出 

事業内容 動物種 検査頭数 検査件数 陽性件数 

残留抗菌性物質検査（プレミテスト） 牛 25 49 2 



16 

Ⅳ.外部検証および監視指導の概要 

 

1．と畜場および関連施設 

    年間を通じて、外部検証として滋賀食肉センターの衛生マニュアル、衛生標準作業手順書

（SSOP）および HACCP プランの確認ならびにと畜場の衛生管理の実施状況の確認を実施した。   

また、牛肉の輸出認定された各国の輸出牛肉の取扱要綱について要件の遵守状況につい

ても検証した。 

 

(1)外部検証実施状況（現場検査）   

 

 

 

 

 

(2)内部検証実施状況等の確認（記録検査） 

 年４回実施(６月、９月、12 月、３月) 

    

   （3）衛生的な枝肉等の取扱（微生物検査） 

     月 1 回実施 

 

(4)と畜作業員等への研修 

年月日 研修会の内容 

令和２年５月 22 日 ゼロトレランスの検証結果について 

令和２年８月 25 日 査察に伴う指摘事項について 

令和２年 10 月 16 日 器具の拭き取り（ATP 測定）検査結果について 

令和３年２月 19 日 枝肉拭き取り検査結果について 

令和３年３月 12 日 部分肉加工における衛生管理について 

合計 5 回、92 人参加 

 

 

  

施設等 実施回数 頻度 

牛解体 184 開場日ごと 

部分肉加工室 195 作業実施日ごと 
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2．食鳥処理施設等 

 

年間を通じて、食鳥処理場および併設する食品衛生施設（以下「食鳥処理場等」という。） 

の施設および設備の衛生点検を行った。また、食鳥処理施設等で実施されるＨＡＣＣＰの

考え方を取り入れた衛生管理の指導、食鳥肉の生食に係る啓発用リーフレット等の配布

を行った。 

 

 (1)監視指導状況等 

■施設数※、監視件数および処理羽数 （※令和３年３月 31 日現在） 

保健所別 施設数 監視件数 処理羽数 

草津 8 6 55,584 

甲賀 7 12 276,316 

東近江 7 6 16,112 

彦根 6 8 17,487 

長浜 6 6 1,646 

高島 3 3 20,928 

計 37 41 388,073 

 

   (2)講習会等 

食鳥処理衛生管理者に、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理、食鳥肉の衛生的な 

取扱い、食鳥肉に由来する食中毒の予防等について食鳥処理衛生管理者講習会を実施

した。 

10 月 14 日(彦根市)、10 月 28 日(草津市)、参加人数 延べ 20 人 
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Ⅴ. 研 修 等 

 

1. と畜検査員技術研修会 

実施なし 

 

2．研修・会議等参加状況（令和２年度） 

実施月日 研修会等の名称 参加者数 

令和２年５月 全食検協近畿ブロック所長会（書面開催）  

令和２年８月 全食検協所長会・全国大会（書面開催）  

令和２年９月 近畿食品衛生監視員研修会（書面開催）  

令和２年 10 月 全食検協近畿ブロック微生物担当者会議（書面開催）  

令和２年 10 月 全食検協近畿ブロック会議・研修会（書面開催）  

令和２年 10 月 全食検協微生物研修会（書面開催）  

令和２年 10 月 全食検協病理研修会（書面開催）  

令和２年 11 月５日 京都市食肉センター視察 ２ 

令和２年 11 月 10

日、11 日 
HACCP コーディネーター養成ワークショップ・集合学習 １ 

令和２年 11 月 24

日～27 日 
全食監協研修会（バーチャルフォーラム形式で開催）  

令和３年２月 全食検協近畿ブロック理化学担当者会議（書面開催）  

令和３年２月 全食検協近畿ブロック病理担当者会議（書面開催）  

令和３年２月 全食検協近畿ブロック所長会（書面開催）  

令和３年３月１日

～３日 

厚労省全国食肉・食鳥肉衛生技術研修会 

（バーチャルフォーラム形式で開催） 
 

合計  ３人 

 

3. 消費者に対する講習会、意見交換会の実施状況 

(1)当所主催 

新型コロナウイルス感染症感染拡大を受けて中止 

 

(2)他機関主催による講師派遣 

なし 
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Ⅵ. 調査研究報告 

1．調査研究報告の概要 

年月日 演題名 発表者 学会・研修名 開催場所 

令和 3 年

3 月 

尿毒症牛の筋肉内尿素

窒素（MUN）測定につい

て 

金谷 安利 第 41回 

生活衛生業務研修会 

書面開催 

牛の歯肉の腫瘤につい

て 

栗原 磨美  

 Sと畜場枝肉出庫場の拭

き取り検査を用いた衛生

指導について 

牧野 真知子   

 

2．調査研究の抄録 

   抄録については、当所ホームページの調査研究のページ参照。 

 


